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えひめ版政策エコシステム構築支援業務委託企画提案募集実施要領 

 

この要領は、えひめ版政策エコシステム構築支援業務に係る企画提案募集（公募型プロポーザ

ル）に参加しようとする者が留意すべき事項について定めたものであり、提案者は以下の事項を

全て了知の上、企画提案書を提出するものとする。 

なお、本募集は、令和８年度当初予算の成立を前提に行うものであり、今後、事業内容の変更

や事業そのものの中止の可能性があり得ることに留意すること。なお、本事業が実施されない場

合、企画提案者はそれまでに発生した一切の費用を請求することができない。 

 

１ 趣旨  

変動する経済情勢や社会環境、多様な県民ニーズ等に対して、現場起点で実効性のある政策

をスピード感をもって立案・推進していくためには、従来のように企画立案から実践までを全

て県主導で行うのでなく、民間事業者を含めたオール愛媛の体制で政策形成から実践まで関与

することができる新たな官民協働の仕組みが必要であり、県では、企画段階から多様な主体が

連携して政策を共に創り上げる「政策エコシステム」の構築に取り組んでいる。 

この「えひめ版政策エコシステム」は、２層設計で構成しており、１層目「プラットフォー

ム」は、開放性（多様性・協調性等）を確保して、多様な主体の参画と自由なアイデアのもと

議論を深める場として位置付けている。また、具体的な政策やビジネス、地域活動等につなが

りそうなアイデアについては２層目「アクションラボ」に移行し、凝集性（機密性・非公開性

等）を確保しながら、具体の企画・立案・実行につなげていくことを目指している。 

なお、当面は、「食・観光・農林漁業」をテーマに掲げ、本県の優位性を発揮しやすく、県民

の所得向上につながる県内循環のスキームの創発を目指すこととしている。 

本事業を効果的かつ効率的に実施するため、企画提案募集（公募型プロポーザル方式）によ

り受託事業者を選定し、業務を委託する。なお、委託先の選定に当たっては、経費面だけでな

く、人員体制、仕様書内容の反映度等を総合的に判断する。 

 

２ 委託業務の内容  

（１）業務名 

えひめ版政策エコシステム構築支援業務 

（２）委託期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

（３）業務内容 

別添「委託業務仕様書」のとおり 

（４）委託料上限金額 

26,950,000円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 担当部局及び提出先  

  愛媛県 企画振興部 政策企画局 総合政策課 政策企画グループ 

   〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

    電話番号：089-912-2233 
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    FAX 番号：089-921-2002 

    E-mail  ：sougouseisak@pref.ehime.lg.jp 

 

４ 企画提案の参加資格  

  本委託事業の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件を全て満たしている者であること。 

 （１）法人格を有している者又は法人格を有している者の複数の連合体（以下「コンソーシア

ム」という。）であること。 

 （２）愛媛県知事の審査を受け、令和８・９・10年度までの愛媛県の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。又は、５（１）の参加申込

書の提出期限（令和８年３月11日（水）17時15分）までに、登録が予定されていること。 

 （３）企画提案書の提出時において、知事が行う入札参加資格停止措置の期間中にないこと。 

 （４）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく民事再生手続開始の申

立て、及び破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされてないこと。 

 （５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下各号において同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力

団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下同じ。））であると認め

られる者 

   イ 暴力団（暴対法第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。）であ

ると認められる者 

   ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上利益の供与又は不当に優先的な取扱

いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、関与していると認

められる者 

   オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者 

 （６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（７）民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、現金出納簿等の

会計関係帳簿類を整備していること。 

（８）コンソーシアムで応募する場合にあっては、代表者及び構成員は上記（１）～（７）に

定める全ての要件を満たしていること。また、次のアからウまでの要件を全て満たしてい

ること。 

   ア コンソーシアムの適切な名称を設定すること。 

   イ 参加事業者の中から代表事業者を定めること。なお、参加表明書の提出後に代表事業

者を変更し、又は参加事業者の全部若しくは一部を変更すること（特定の参加事業者を

除外し、又は新たな参加事業者を追加する場合を含む。）は、原則として認めない。 

   ウ 他の単独又はコンソーシアムで参加する事業者を参加事業者に含まないこと。 

 

５ 企画提案への参加及び辞退  
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  企画提案への参加を希望する者は、あらかじめ、えひめ版政策エコシステム構築支援業務委

託企画提案募集参加申込書（様式１）、誓約書（様式４）を提出すること。 

  ※共同事業体にあっては、様式１－１、様式４－１、４－２を添付すること。 

   なお、提出期限までに参加申込書を提出していない者は、企画提案に参加することはでき

ない。 

 （１）提出期限 

令和８年３月11日（水）17時15分（必着） 

 （２）提出方法 

     電子メールにて、本要領「３ 担当部局及び提出先」へ提出 

    （送付後、担当窓口（総合政策課089-912-2233）に受信確認の電話を必ず行うこと。） 

 （３）辞退 

     参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、えひめ版政策エコシステム構築支

援業務委託企画提案募集参加辞退届（様式３）を提出すること。 

（４）質問及び回答 

     質問がある場合は、上記（１）の提出期限までに、えひめ版政策エコシステム構築支

援業務委託企画提案募集質問書（様式２）を提出すること。なお、電話や来訪など口頭

による質問は受け付けない。回答は、質問者に対し行うとともに、愛媛県ホームページ

にも掲載する。 

 

６ 企画提案書等の提出  

 （１）提出物及び提出部数 

ア えひめ版政策エコシステム構築支援業務企画提案書の提出書（様式５） １部 

イ 見積書（様式６）                         １部 

ウ 企画提案書（様式指定なし）                    ６部 

エ 法人・団体の概要書（様式７）                   １部 

（２）企画提案書等の作成方法 

   ア 記述はできるだけ平易な表現（図表等を含む。）を用いるとともに、用紙はＡ４判を基

本として作成すること。 

   イ 見積書は、消費税及び地方消費税を含む金額とし、単価及び数量などの内訳を詳細に

記載の上、提案に必要な一切の経費を含めること。 

   ウ 企画提案書の構成は自由であるが、本要領「７ 委託先の選定」を参照し、具体的な

提案内容を記載するとともに、事業の実施体制（責任者・スタッフの氏名、役職、本事

業における役割）及びスケジュール（各業務実施に向けた大まかなスケジュール）を記

載すること。 

 （３）提出期限及び提出先 

令和８年３月18日（水）17時15分（必着） 

（４）提出方法 

     持参（土・日、祝日を除く。）又は郵送（書留）により、本要領「３ 担当部局及び提

出先」へ提出すること。 

（５）留意事項 
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   ア 企画提案書提出後の再提出及び差替えは、原則として認めない。ただし、愛媛県から、

書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を指

示する場合がある。 

   イ 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

   ウ 企画提案書の提出は、参加者１者につき１案のみとし、複数の提案を提出することは

できない。 

   エ 法人・団体の概要書（様式７）の提出の際は、法人・団体の概要がわかるパンフレッ

ト等を添付すること。 

 

７ 委託先の選定  

（１）選定方法等 

   委託候補者選定のため、えひめ版政策エコシステム構築支援業務委託事業審査会を設置

し、提出された企画提案書及び提案者によるプレゼンテーション（オンライン）により審

査・評価を行った後、最も優れた提案内容を行った１者を最優秀提案者として選定する。 

   なお、参加者が１者になった場合でも評価を行い、各審査員の評価点が審査基準に定め

る各審査項目ごとに６割以上であることを要する。 

おって、上記を満たさない場合は、再度公募する。 

 （２）審査日時 

    令和８年３月23日（月）10時00分～ 

 （３）審査方法等 

   ア プレゼンテーションでの配分時間は、準備５分、説明20分、質疑応答10分を目安とす

る。なお、提出期限までに提出した「企画提案書」での説明とし、プレゼンテーション

での追加資料の提出や新たな提案は認めない。 

   イ プレゼンテーションは、「Zoom」を利用し、愛媛県が提案者を招待する形で実施する。

提案者は事前に「Zoom」を利用できるよう必要な準備を行うこと。 

   ウ プレゼンテーションにおける説明は、原則として、本業務を受託する際の統括責任者

が行うこと。 

   エ 提出書類及びプレゼンテーションの内容は、非公開とする。 

   オ 当日のプレゼンテーションの発表時間等の詳細は、別途通知する。 

（４）次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外する。 

   ア ２（４）の委託料上限金額を超える見積書の提出があったとき。 

   イ 企画提案書の提出後に、参加資格を満たさないことが判明したとき。 

   ウ その他、提案者を委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき。 

 

８ 審査結果  

  審査結果については、全ての提案者に書面で通知する。ただし、審査内容（順位や採点結果

等）については公表しない。また、審査結果についての異議申立ても認めない。 

 

９ 契約方法  

 （１）委託契約に当たっては、選定された企画提案の内容をもって直ちに契約内容とするもの
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ではなく、最優秀提案者と提案内容に沿って契約内容の協議・調整を行った上で、県と当

該最優秀提案者の双方が合意に至った場合に、契約を締結する。その際、協議等の結果に

基づき、企画提案の内容の一部を変更する場合がある。 

 （２）契約保証金は、愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第152条から第154条まで

の規定による。 

 （３）別添「委託業務仕様書」は、本件業務の最低水準を示したものであるので、最優秀提案

者の企画提案内容によっては、締結する契約書の仕様書は、県と提案者との協議等の結果

に基づき、委託業務の内容を追加し、又は修正する場合がある。 

 （４）最優秀提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、

その選定を取り消すとともに、審査において次点となった者を最優秀提案者とし、契約内

容についての協議を行った上で、契約を締結する。 

（５）契約は、書面を作成して行う方式のほか、えひめ電子契約システムを活用した方式（以

下「電子契約」という。）が可能である。落札した場合に電子契約を希望する場合は、６

（３）の企画提案書の提出期限（令和８年３月18日（水）17時15分）までに、電子メール

（sougouseisak@pref.ehime.lg.jp）にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」（様

式８）を提出すること。 

（６）契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（７）契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印（電子契約の場合は、電子署名）しなけ

れば、契約は確定しないものとする。 

 

10 その他  

 （１）本企画提案書の作成及び提出等に要する経費は、全て参加者の負担とする。 

 （２）提出された書類は、選定作業のための必要最小限の範囲で複写することがある。 


